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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示部上にタッチ入力部を備えた撮像装置であって、
　画像を撮像する撮像手段と、
　当該撮像装置の移動を検出する検出手段と、
　前記タッチ入力部上でレリーズ操作を実行するレリーズ実行手段と、
　前記レリーズ実行手段によりタッチ入力部上でレリーズ操作が実行された時点で、前記
検出手段により当該撮像装置の移動が検出されていた場合に、前記レリーズ操作に対して
前記撮像手段による撮像動作を禁止する一方、前記検出手段により当該撮像装置の移動が
検出されていなかった場合に前記レリーズ実行手段によりタッチ入力部上で行われるレリ
ーズ操作に対して前記撮像手段による撮像動作を実行するように制御を行う制御手段と
　を備えることを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記レリーズ実行手段は、前記タッチ入力部の略全面を対象に、タッチされた場所にオ
ートフォーカスエリアを設定し、レリーズ操作を実行することを特徴とする請求項１記載
の撮像装置。
【請求項３】
　手振れを補正する手振補正手段を更に備え、
　前記検出手段により当該撮像装置の移動が検出された場合に、前記手振補正手段による
手振れ補正が可能な移動量の場合は、該手振補正手段による手振れ補正を行うことを特徴
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とする請求項１または２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記検出手段により前記手振補正手段による手振れ補正が可能な移動
量が検出された場合に前記撮像手段による撮像動作を禁止しないことを特徴とする請求項
３に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記検出手段は、ジャイロセンサ、あるいは加速度センサにより当該撮像装置の移動を
検出することを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記検出手段は、前記撮像手段が備える撮影素子の出力を監視し、前記撮影素子の出力
変化により当該撮像装置の移動を検出することを特徴とする請求項１乃至４のいずれかに
記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記検出手段による当該撮像装置の移動の検出に応じて前記制御手段による撮影動作の
禁止及び実行を管理するフラグを変更するフラグ変更手段を更に備え、
　前記制御手段は、前記フラグ変更手段によりフラグが変更されるまでは前記撮影動作の
禁止及び実行を維持することを特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記制御手段は、前記検出手段により当該撮像装置の移動が検出されていたか否かによ
らず、前記タッチ入力部上でのレリーズ操作以外の操作に対する動作を禁止しないことを
特徴とする請求項１乃至７のいずれかに記載の撮像装置。
【請求項９】
　表示部上にタッチ入力部を備えた撮像装置であって、
　画像を撮像する撮像手段と、
　前記タッチ入力部上でレリーズ操作を実行するレリーズ実行手段と、
　前記タッチ入力部上で行われたタッチ操作のタッチ状況を、前記レリーズ実行手段によ
るレリーズ操作とは別に複数の判別基準によりユーザの意図するタッチ操作であるか否か
を判別する状況判別手段と、
　前記レリーズ実行手段により前記タッチ入力部上でレリーズ操作が実行された場合であ
って、前記状況判別手段により前記タッチ入力部上で行われたタッチ操作がユーザの意図
するタッチ操作ではないと判別された場合に前記撮像手段による撮像動作を禁止する一方
、タッチ操作がユーザの意図するタッチ操作であると判別された場合に前記撮像手段によ
る撮像動作を実行するように制御を行う制御手段と
　を備えることを特徴とする撮像装置。
【請求項１０】
　前記複数の判別基準には、前記タッチ入力部上で行われたタッチ操作によるタッチ面積
、前記タッチ入力部上で行われたタッチ操作によるタッチ押圧強度の内、少なくともいず
れかが含まれることを特徴とする請求項９記載の撮像装置。
【請求項１１】
　前記状況判別手段は、前記複数の判別基準の内の一として、前記タッチ入力部上で行わ
れたタッチ操作によるタッチ面積がユーザの意図するタッチ操作と見なすことができる所
定値以上か否かを判別することにより、前記タッチ操作がユーザの意図するタッチ操作で
あるか否かを判別することを特徴とする請求項１０に記載の撮像装置。
【請求項１２】
　前記状況判別手段は、前記複数の判別基準の内の一として、前記タッチ入力部上で行わ
れたタッチ操作によるタッチ押圧強度がユーザの意図するタッチ操作と見なすことができ
る所定値より小さいか否かを判別することにより、前記タッチ操作がユーザの意図するタ
ッチ操作であるか否かを判別することを特徴とする請求項１０に記載の撮像装置。
【請求項１３】
　前記レリーズ実行手段は、前記タッチ入力部の略全面を対象に、タッチされた場所にオ
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ートフォーカスエリアを設定し、レリーズ操作を実行することを特徴とする請求項９乃至
１２のいずれかに記載の撮像装置。
【請求項１４】
　表示部上にタッチ入力部を備えた撮像装置での撮像方法であって、
　撮像する撮像ステップと、
　当該撮像装置の移動を検出する検出ステップと、
　前記タッチ入力部上でレリーズ操作を実行するレリーズ実行ステップと、
　前記レリーズ実行ステップによりタッチ入力部上でレリーズ操作が実行された時点で、
前記検出ステップにより当該撮像装置の移動が検出されていた場合に、前記レリーズ操作
に対して前記撮像ステップによる撮像動作を禁止する一方、前記検出ステップにより当該
撮像装置の移動が検出されていなかった場合に前記レリーズ実行ステップによりタッチ入
力部上で行われるレリーズ操作に対して前記撮像ステップによる撮像動作を実行するよう
に制御を行う制御ステップと
　を含むことを特徴とする撮像方法。
【請求項１５】
　表示部上にタッチ入力部を備えた撮像装置での撮像方法であって、
　画像を撮像する撮像ステップと、
　前記タッチ入力部上でレリーズ操作を実行するレリーズ実行ステップと、
　前記タッチ入力部上で行われたタッチ操作のタッチ状況を、前記レリーズ実行ステップ
によるレリーズ操作とは別に複数の判別基準によりユーザの意図するタッチ操作であるか
否かを判別する状況判別ステップと、
　前記レリーズ実行ステップにより前記タッチ入力部上でレリーズ操作が実行された場合
であって、前記状況判別ステップにより前記タッチ入力部上で行われたタッチ操作がユー
ザの意図するタッチ操作ではないと判別された場合に前記撮像ステップでの撮像動作を禁
止する一方、タッチ操作がユーザの意図するタッチ操作であると判別された場合に前記撮
像ステップでの撮像動作を実行するように制御を行う制御ステップと
　を含むことを特徴とする撮像方法。
【請求項１６】
　表示部上にタッチ入力部を備えた撮像装置のコンピュータに、
　撮像する撮像機能、
　当該撮像装置の移動を検出する検出機能、
　前記タッチ入力部上でレリーズ操作を実行するレリーズ実行機能、
　前記レリーズ実行機能によりタッチ入力部上でレリーズ操作が実行された時点で、前記
検出機能により当該撮像装置の移動が検出されていた場合に、前記レリーズ操作に対して
前記撮像機能による撮像動作を禁止する一方、前記検出機能により当該撮像装置の移動が
検出されていなかった場合に前記レリーズ実行機能によりタッチ入力部上で行われるレリ
ーズ操作に対して前記撮像機能による撮像動作を実行するように制御を行う制御機能と
　を実現させるためのプログラム。
【請求項１７】
　表示部上にタッチ入力部を備えた撮像装置のコンピュータに、
　画像を撮像する撮像機能、
　前記タッチ入力部上でレリーズ操作を実行するレリーズ実行機能、
　前記タッチ入力部上で行われたタッチ操作のタッチ状況を、前記レリーズ実行機能によ
るレリーズ操作とは別に複数の判別基準によりユーザの意図するタッチ操作であるか否か
を判別する状況判別機能、
　前記レリーズ実行機能により前記タッチ入力部上でレリーズ操作が実行された場合であ
って、前記状況判別機能により前記タッチ入力部上で行われたタッチ操作がユーザの意図
するタッチ操作ではないと判別された場合に前記撮像機能による撮像動作を禁止する一方
、タッチ操作がユーザの意図するタッチ操作であると判別された場合に前記撮像機能によ
る撮像動作を実行するように制御を行う制御機能
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　を実現させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置、撮像方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　タッチパネルを備えたカメラでは、撮影において、パネルにタッチした位置を対象にＡ
Ｆ（オートフォーカス）、ＡＥ（自動露出）、ＡＷＢ（自動ホワイトバランス）を行い撮
影することが広く行われている。しかしながら、撮影する意思がない状態で誤ってタッチ
パネルを触ってしまったり、知らないうちに、ものがさわったりして、不用意に撮影され
てしまうという可能性がある。
【０００３】
　例えば、画面をタッチしてレリーズを行うカメラにおいて、手振れを抑止するため、タ
ッチ操作から一定時間遅延を与えて撮影動作を開始する技術が開示されている（例えば特
許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－２５２４２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述した従来技術のように、手振れを抑止するため、タッチ操作から一定時間遅延を与
えて撮影動作を開始することで、誤って少し触れただけでは、レリーズ処理が行われない
ようにすることは可能になる。しかしながら、撮影までのタイムラグが発生するため、シ
ャッターチャンスを逃すという問題がある。
【０００６】
　そこで本発明は、撮影を行わない状態での不要な撮影動作の実行を防止することができ
る撮像装置、撮像方法、及びプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明は、
　表示部上にタッチ入力部を備えた撮像装置であって、
　画像を撮像する撮像手段と、
　当該撮像装置の移動を検出する検出手段と、
　前記タッチ入力部上でレリーズ操作を実行するレリーズ実行手段と、
　前記レリーズ実行手段によりタッチ入力部上でレリーズ操作が実行された時点で、前記
検出手段により当該撮像装置の移動が検出されていた場合に、前記レリーズ操作に対して
前記撮像手段による撮像動作を禁止する一方、前記検出手段により当該撮像装置の移動が
検出されていなかった場合に前記レリーズ実行手段によりタッチ入力部上で行われるレリ
ーズ操作に対して前記撮像手段による撮像動作を実行するように制御を行う制御手段と
　を備えることを特徴とする撮像装置である。
【０００８】
　また、この発明は、
　表示部上にタッチ入力部を備えた撮像装置であって、
　画像を撮像する撮像手段と、
　前記タッチ入力部上でレリーズ操作を実行するレリーズ実行手段と、
　前記タッチ入力部上で行われたタッチ操作のタッチ状況を、前記レリーズ実行手段によ
るレリーズ操作とは別に複数の判別基準によりユーザの意図するタッチ操作であるか否か
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を判別する状況判別手段と、
　前記レリーズ実行手段により前記タッチ入力部上でレリーズ操作が実行された場合であ
って、前記状況判別手段により前記タッチ入力部上で行われたタッチ操作がユーザの意図
するタッチ操作ではないと判別された場合に前記撮像手段による撮像動作を禁止する一方
、タッチ操作がユーザの意図するタッチ操作であると判別された場合に前記撮像手段によ
る撮像動作を実行するように制御を行う制御手段と
　を備えることを特徴とする撮像装置である。
【発明の効果】
【０００９】
　この発明によれば、撮影を行わない状態での不要な撮影動作の実行を防止することがで
きるという利点が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の第１実施形態による撮像装置の構成を示すブロック図である。
【図２】本第１実施形態の動作を説明するためのフローチャートである。
【図３】本第１実施形態の動作を説明するためのフローチャートである。
【図４】本発明の第２実施形態の動作を説明するためのフローチャートである。
【図５】本発明の第３実施形態による撮像装置の構成を示すブロック図である。
【図６】本第３実施形態の動作を説明するためのフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。
【００１２】
Ａ．第１実施形態
Ａ－１．第１実施形態の構成
　図１は、本発明の第１実施形態による撮像装置の構成を示すブロック図である。図にお
いて、撮像装置１は、制御部２、操作部３、撮像部（撮像素子４１）４、電源部５、タッ
チ表示部（タッチパネル６１、表示パネル６２）６、記憶部７、ジャイロセンサ８を備え
ている。制御部２は、撮像装置１の各部を制御するワンチップマイコンである。特に、本
実施形態では、制御部２は、ジャイロセンサ８による当該撮像装置１の移動有無の判断や
、移動検出に基づくレリーズ禁止フラグの設定、タッチパネル６１上への画面タッチ有無
の判断、さらには、レリーズ操作（オートフォーカスの対象となる被写体を選択するとと
もに撮影指示を合わせて行う）がタッチパネル６１上で行われた場合に、上記レリーズ禁
止フラグに設定内容（すなわち、当該撮像装置１の移動有無）に基づいて、撮影動作の実
行を禁止するか否かを判断、制御するようになっている。
【００１３】
　操作部３は、シャッタスイッチ、ズームスイッチ、モードキー、ＳＥＴキー、十字キー
等の複数の操作キーを含み、ユーザのキー操作に応じた操作信号を制御部２に出力する。
撮像部４は、フォーカスレンズ、ズームレンズ、撮像素子４１などを含み、被写体像を撮
像素子４１上に結像し、投影された被写体の光を電気信号に変換して出力する。電源部５
は、例えば、二次電池からなり、各部に電力を供給する。
【００１４】
　タッチ表示部６は、タッチパネル６１と表示パネル６２とを備えている。表示パネル６
２は、カラーＬＣＤや有機ＥＬ（Electro
Luminescence）ディスプレイ、バックライトなどとその駆動回路とを含み、撮像待機状態
にあるときには、撮像部４によって撮像された被写体をリアルタイム表示するライブビュ
ー表示し、記録画像の再生時には、記憶部７から読み出され、伸張された記録画像を表示
する。
【００１５】
　タッチパネル６１は、表示パネル６２上に設けられた透過型のタッチセンサであり、タ
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ッチ位置と表示パネル６２上の位置（座標）とが対応付けられている。特に、本実施形態
では、レリーズボタンをソフトウェアキーで実現する場合、あるいはオートフォーカスの
対象とする人物等の被写体をタッチした際に合わせてレリーズを行う際に用いられる。
【００１６】
　記憶部７は、撮像された画像データを記憶するメモリと、制御部２による撮像装置１の
各部の制御に必要なプログラム、及び各部の制御に必要なデータを保持するメモリなどか
らなる。ジャイロセンサ８は、基準軸に対する角速度（ヨー、及びピッチ）を検出するた
めに備えられている手振れ量検出手段である。本第１実施形態では、制御部２は、タッチ
時のジャイロセンサ８の出力から、撮像装置１が移動したか否かを判別する。なお、撮像
装置１の移動検出方法は、ジャイロセンサ８以外にも、加速度センサであってもよい。ま
た、撮像素子４１の出力変化で検出するようにしてもよい。
【００１７】
Ａ－２．第１実施形態の動作
　次に、上述した第１実施形態の動作について説明する。
　図２、及び図３は、本第１実施形態の動作を説明するためのフローチャートである。ま
ず、モードが撮影モードであるか否かを判断し（ステップＳ１０）、撮影モードである場
合には（ステップＳ１０のＹＥＳ）、撮影モード初期設定を行い、撮像部４で撮影した画
像をそのまま表示パネル６２に表示するライブビュー表示を行う（ステップＳ１２）。次
に、ジャイロセンサ８により、当該撮像装置１の移動を検出したか否かを判断する（ステ
ップＳ１４）。なお、レリーズ操作だけでも振動する場合があるので、ジャイロセンサ８
の検出値が所定の閾値以上の場合に移動を検出したと判断することが望ましい。
【００１８】
　また、移動は、ジャイロセンサ８以外にも、加速度センサや、撮像素子４１の出力変化
で検出するようにしてもよい（既存技術）。そして、移動を検出した場合には（ステップ
Ｓ１４のＹＥＳ）、レリーズ禁止フラグを「１」にする（ステップＳ１６）。一方、移動
を検出しない場合には（ステップＳ１４のＮＯ）、レリーズ禁止フラグを「０」とする（
ステップＳ１８）。
【００１９】
　次に、ユーザによるタッチパネル６１への画面タッチがあったか否かを判断する（ステ
ップＳ２０）。そして、タッチパネル６１への画面タッチがあった場合には（ステップＳ
２０のＹＥＳ）、レリーズ禁止フラグが「１」であるか否かを判断する（ステップＳ２２
）。そして、レリーズ禁止フラグが「１」である場合には（ステップＳ２２のＹＥＳ）、
レリーズ以外の操作に応じた処理（露出設定、ズーム、設定等）を実行し（ステップＳ２
４）、ステップＳ１４に戻る。
【００２０】
　すなわち、当該撮像装置１が移動した場合に、画面タッチがあった場合には、ユーザの
撮影操作ではないとみなして撮影動作に入らず、レリーズ以外の操作に応じた処理（露出
設定、ズーム、設定等）を実行する。
【００２１】
　一方、レリーズ禁止フラグが「１」でない場合には（ステップＳ２２のＮＯ）、画面タ
ッチがレリーズ操作（被写体へのタッチ等の既存技術）であったか否かを判断する（ステ
ップＳ２６）。そして、画面タッチがレリーズ操作でない場合には（ステップＳ２６のＮ
Ｏ）、レリーズ以外の操作に応じた処理（露出設定、ズーム、設定等）を実行し（ステッ
プＳ２４）、ステップＳ１４に戻る。
【００２２】
　すなわち、当該撮像装置１が移動していない場合に、画面タッチがあった場合には、画
面タッチがレリーズ操作（被写体へのタッチ等の既存技術）でなければ、撮影動作に入ら
ず、レリーズ以外の操作に応じた処理（露出設定、ズーム、設定等）を実行する。
【００２３】
　一方、画面タッチがレリーズ操作である場合には（ステップＳ２６のＹＥＳ）、ＡＦ（
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オートフォーカス）、ＡＥ（自動露出）、ＡＷＢ（自動ホワイトバランス）などの処理を
行い（ステップＳ２８）、撮像部４の撮像素子４１による撮影処理を行い（ステップＳ３
０）、撮影した画像を記憶部７に保存する保存処理を行う（ステップＳ３２）。その後、
ステップＳ１４に戻る。
【００２４】
　すなわち、当該撮像装置１が移動していない場合に、画面タッチがあった場合には、画
面タッチがレリーズ操作（被写体へのタッチ等の既存技術）であれば、ＡＦ、ＡＥ、ＡＷ
Ｂ処理、撮影処理、そして、保存処理を実行する撮影動作に入る。
【００２５】
　また、画面タッチがない場合には（ステップＳ２０のＮＯ）、モード変更操作があった
か否かを判断する（ステップＳ３４）。そして、モード変更操作がなかった場合には（ス
テップＳ３４のＮＯ）、その他の操作（設定キーのタッチ等）があったか否かを判断する
（ステップＳ３６）。そして、その他の操作（設定キーのタッチ等）があった場合には（
ステップＳ３６のＹＥＳ）、操作に応じた処理を実行し（ステップＳ３８）、ステップＳ
１４に戻る。一方、その他の操作（設定キーのタッチ等）がなかった場合には（ステップ
Ｓ３６のＮＯ）、何もせずに、ステップＳ１４に戻る。
【００２６】
　一方、撮影モードでない場合（ステップＳ１０のＮＯ）、あるいは、モード変更操作が
あった場合には（ステップＳ３４のＹＥＳ）、再生モード初期設定を実行し、撮影画像を
表示する（図３のステップＳ４０）。次に、モード変更操作があったか否かを判断し（ス
テップＳ４２）、モード変更操作があった場合には（ステップＳ４２のＹＥＳ）、この場
合、撮影モードへの変更操作であるので、図２のステップＳ１２に戻り、上述した処理を
繰り返す。
【００２７】
　一方、モード変更操作がなかった場合には（ステップＳ４２のＮＯ）、その他の操作（
画像送り、ズーム、スライドショー等）があったか否かを判断する（ステップＳ４４）。
そして、その他の操作（画像送り、ズーム、スライドショー等）があった場合には（ステ
ップＳ４４のＹＥＳ）、操作に応じた処理を実行し（ステップＳ４６）、ステップＳ４２
に戻る。一方、その他の操作がなかった場合には（ステップＳ４４のＮＯ）、ステップＳ
４２に戻る。
【００２８】
　上述した第１実施形態によれば、ジャイロセンサ８により当該撮像装置１の移動が検出
された場合には、タッチパネル６１上でタッチした位置を対象に撮影を行うタッチパネル
６１ならではのレリーズ操作が行われても、撮影動作の実行を禁止する一方、ジャイロセ
ンサ８により移動が検出されることなくレリーズ操作が行われた場合には、撮影動作を実
行するようにしたので、移動中という撮影を行わない状態での不要な撮影動作の実行を防
止することができる。
【００２９】
　また、上述した第１実施形態によれば、ジャイロセンサ８、あるいは加速度センサによ
り当該撮像装置１の移動を検出するようにしたことで、光学手振れ補正用に搭載されてい
るジャイロセンサ８、あるいは加速度センサを流用するか、一般的に利用されているジャ
イロセンサ８、あるいは加速度センサを搭載するだけで、不要な撮影動作の実行を防止す
ることができる。
【００３０】
＜変形例１＞
　上述した第１実施形態において更に手振れ補正機能を設ける。
　つまり、ジャイロセンサ８、加速度センサ、または撮像素子４１の出力変化により検出
される撮像装置１の動き成分のうち、（または専用の手振れ検出部により検出される撮像
装置１の動き成分のうち）、手振れの周期および振幅に対応する動き成分について、周知
の手振れ補正手段を用いて補正する機能を設ける。
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【００３１】
　そして、ステップＳ１４で検出する撮像装置１の移動は、この手振れ補正機能により補
正可能な手振れの周期および振幅を超えた周期または振幅の移動の有無を検出するように
する。
【００３２】
　また、この手振れ補正機能を無効にした場合には、ステップＳ１４で検出する撮像装置
１の移動は、この手振れ補正機能により補正可能な手振れの周期および振幅を含む移動を
検出するようにしてもよい。
【００３３】
　手振れを補正する手振補正手段を更に備え、当該撮像装置の移動が検出された場合に、
手振補正手段による手振れ補正が可能な移動量の場合は、該手振補正手段による手振れ補
正を行うようにしたことで、撮影意図があるか場合の移動と撮影意図がない場合の移動と
を切り分けることができる。
【００３４】
　また、手振補正手段による手振れ補正が可能な移動量が検出された場合に撮像動作を禁
止しないようにしたことで、タッチパネル上でのレリーズ操作の制御と手振れ補正とを両
立させることができる。
【００３５】
＜変形例２＞
　ステップＳ１４で検出する撮像装置１の移動は、姿勢変化を伴う移動、つまり、撮像装
置１が斜めに傾いた状態での移動を検出する。
　これにより、撮影意図があるか場合の移動と撮影意図がない場合の移動とを切り分ける
ことができる。
【００３６】
　また、上述した第１実施形態によれば、当該撮像装置１が備える撮影素４１子の出力を
監視し、撮影素子４１の出力変化により当該撮像装置１の移動を検出してもよい。この場
合、特別なセンサ等を搭載しなくとも、画像処理だけで不要な撮影動作の実行を防止する
ことができる。
【００３７】
Ｂ．第２実施形態
　次に、本発明の第２実施形態について説明する。
Ｂ－１．第２実施形態の構成
　本第２実施形態では、タッチパネル６１上でレリーズ操作が行われた際、当該撮像装置
１の移動が検出された場合に撮影動作を禁止する一方、移動が検出されなかった場合に撮
影動作を実行するようにしたことで、不要な撮影を事前に防止するための移動の検出時間
を短縮し、消費電力を削減することを特徴としている。なお、撮像装置１の構成は、図１
と同様であるので説明を省略する。
【００３８】
Ｂ－２．第２実施形態の動作
　図４は、本第２実施形態の動作を説明するためのフローチャートである。まず、モード
が撮影モードであるか否かを判断し（ステップＳ５０）、撮影モードである場合には（ス
テップＳ５０のＹＥＳ）、撮影モード初期設定を行い、撮像部４で撮影した画像をそのま
ま表示パネル６２に表示するライブビュー表示を行う（ステップＳ５２）。次に、ユーザ
によるタッチパネル６１への画面タッチがあったか否かを判断する（ステップＳ５４）。
そして、タッチパネル６１への画面タッチがあった場合には（ステップＳ５４のＹＥＳ）
、画面タッチがレリーズ操作（被写体へのタッチ等の既存技術）であったか否かを判断す
る（ステップＳ５６）。
【００３９】
　そして、画面タッチがレリーズ操作である場合には（ステップＳ５６のＹＥＳ）、ジャ
イロセンサ８により、当該撮像装置１の移動を検出したか否かを判断する（ステップＳ５



(9) JP 5532033 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

８）。なお、レリーズ操作だけでも振動する場合があるので、ジャイロセンサ８の検出値
が所定の閾値以上の場合に移動を検出したと判断することが望ましい。また、移動は、ジ
ャイロセンサ８以外にも、加速度センサや、撮像素子４１の出力変化で検出するようにし
てもよい（既存技術）。そして、当該撮像装置１の移動を検出した場合には（ステップＳ
５８のＹＥＳ）、撮影動作に入らず、ステップＳ５４に戻る。すなわち、画面タッチがレ
リーズ操作であっても、移動が検出された場合には、撮影動作を実行しない。
【００４０】
　一方、移動が検出されない場合には（ステップＳ５８のＮＯ）、ＡＦ（オートフォーカ
ス）、ＡＥ（自動露出）、ＡＷＢ（自動ホワイトバランス）などの処理を行い（ステップ
Ｓ６０）、撮像部４の撮像素子４１による撮影処理を行い（ステップＳ６２）、撮影した
画像を記憶部７に保存する保存処理を行う（ステップＳ６４）。その後、ステップＳ５４
に戻る。すなわち、画面タッチがレリーズ操作であった場合に、当該撮像装置１が移動し
ていなければ、ＡＦ、ＡＥ、ＡＷＢ処理、撮影処理、そして、保存処理を実行する撮影動
作に入る。
【００４１】
　一方、画面タッチがレリーズ操作でなかった場合には（ステップＳ５６のＮＯ）、その
他の操作（設定キーのタッチ等）に応じた処理を実行し（ステップＳ６６）、ステップＳ
５４に戻る。
【００４２】
　また、タッチパネル６１への画面タッチがなかった場合には（ステップＳ５４のＮＯ）
、モード変更操作があったか否かを判断する（ステップＳ６８）。そして、モード変更操
作がなかった場合には（ステップＳ６８のＮＯ）、その他の操作（露出設定、ズーム、設
定等）があったか否かを判断する（ステップＳ７０）。そして、その他の操作（露出設定
、ズーム、設定等）があった場合には（ステップＳ７０のＹＥＳ）、操作に応じた処理を
実行し（ステップＳ７２）、ステップＳ５４に戻る。一方、その他の操作（露出設定、ズ
ーム、設定等）がなかった場合には（ステップＳ７０のＮＯ）、何もせずに、ステップＳ
５４に戻る。
【００４３】
　一方、撮影モードでない場合（ステップＳ５０のＮＯ）、あるいは、モード変更操作が
あった場合には（ステップＳ６８のＹＥＳ）、上述した第１実施形態と同様に、図３に示
すフローチャートに従って動作を制御する。
【００４４】
　上述した第２実施形態によれば、タッチパネル６１上で行われたタッチ操作がレリーズ
操作に該当すると判別された場合であって、当該撮像装置１の移動が検出された場合に撮
影動作の実行を禁止する一方、移動が検出されなかった場合に撮影動作を実行するように
したので、不要な撮影を防止するための移動の検出時間を短縮し、消費電力を削減するこ
とができる。
【００４５】
　また、上述した第２実施形態によれば、ジャイロセンサ８、あるいは加速度センサによ
り当該撮像装置１の移動を検出するようにしたので、一般的に利用されているジャイロセ
ンサ８、あるいは加速度センサを搭載するだけで、不要な撮影動作の実行を防止すること
ができる。
【００４６】
　また、上述した第２実施形態によれば、当該撮像装置１が備える撮影素子４１の出力を
監視し、撮影素子４１の出力変化により当該撮像装置１の移動を検出するようにしてもよ
い。この場合、特別にセンサ等を搭載しなくとも画像処理だけで不要な撮影動作の実行を
防止することができる。
【００４７】
Ｃ．第３実施形態
　本発明の第３実施形態について説明する。
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　本第３実施形態では、タッチパネル６１上で行われたタッチ操作によるタッチ面積が所
定値より大きいか否かを判別することにより、あるいは、タッチパネル６１上で行われた
タッチ操作によるタッチ押圧強度が所定値より小さいか否かを判別することにより、タッ
チ状況が所定の状況でない場合、すなわち、指、あるいはペン等でタッチしたものではな
いとみなして、あるいは誤って触れた、あるいは物が当たってしまったとみなして、不要
な撮影を防止することを特徴とする。
【００４８】
Ｃ－１．第３実施形態の構成
　図５は、本第３実施形態による撮像装置の構成を示すブロック図である。なお、図１に
対応する部分には同一の符号を付けて説明を省略する。タッチパネル６１では、タッチ操
作自体に加え、タッチ操作時のタッチパネル６１へのタッチ面積を検出する。押圧センサ
６３は、タッチパネル６１全面に設けられており、タッチ操作時のタッチパネル６１への
タッチ押圧強度を検出する。制御部２は、上記タッチ面積、タッチ押圧強度に基づいて、
タッチ状況が所定の状況でない場合、すなわち、指、あるいはペン等でタッチしたもので
はないとみなして、あるいは誤って触れた、あるいは物が当たってしまったとみなして、
不要な撮影を防止するように制御する。
【００４９】
Ｃ－２．第３実施形態の動作
　図６は、本第３実施形態の動作を説明するためのフローチャートである。まず、モード
が撮影モードであるか否かを判断し（ステップＳ８０）、撮影モードである場合には（ス
テップＳ８０のＹＥＳ）、撮影モード初期設定を行い、撮像部４で撮影した画像をそのま
ま表示パネル６２に表示するライブビュー表示を行う（ステップＳ８２）。次に、ユーザ
によるタッチパネル６１への画面タッチがあったか否かを判断する（ステップＳ８４）。
そして、タッチパネル６１への画面タッチがあった場合には（ステップＳ８４のＹＥＳ）
、画面タッチがレリーズ操作（被写体へのタッチ等の既存技術）であったか否かを判断す
る（ステップＳ８６）。
【００５０】
　そして、画面タッチがレリーズ操作（被写体へのタッチ等）であった場合には（ステッ
プＳ８６のＹＥＳ）、押圧センサ６３により検出されたタッチ押圧強度が所定値未満であ
るか否かを判断する（ステップＳ８８）。そして、押圧センサ６３により検出されたタッ
チ押圧強度が所定値未満である場合には（ステップＳ８８のＹＥＳ）、誤って触れた、あ
るいは物が当たってしまったものとみなして、タッチ操作が撮影を指示するレリーズ操作
でないと判断し、撮影動作を実行することなく、ステップＳ８４に戻る。
【００５１】
　一方、押圧センサ６３により検出されたタッチ押圧強度が所定値未満でない場合には（
ステップＳ８８のＮＯ）、タッチパネル６１へのタッチ面積が所定値以上であるか否かを
判断する（ステップＳ９０）。そして、タッチパネル６１へのタッチ面積が所定値以上で
ある場合には（ステップＳ９０のＹＥＳ）、指、あるいはペン等でタッチしたものではな
いとみなして、タッチ操作が撮影を指示するレリーズ操作でないと判断し、撮影動作を実
行することなく、ステップＳ８４に戻る。
【００５２】
　一方、押圧センサ６３により検出されたタッチ押圧強度が所定値未満でなく（ステップ
Ｓ８８のＮＯ）、かつ、タッチパネル６１へのタッチ面積が所定値以上でない場合には（
ステップＳ９０のＮＯ）、誤って触れた、あるいは物が当たってしまったものでなく、指
、あるいはペン等で、撮影を指示するレリーズ操作がなされたものと判断し、ＡＦ（オー
トフォーカス）、ＡＥ（自動露出）、ＡＷＢ（自動ホワイトバランス）などの処理を行い
（ステップＳ９２）、撮像部４の撮像素子４１による撮影処理を行い（ステップＳ９４）
、撮影した画像を記憶部７に保存する保存処理を行う（ステップＳ９６）。その後、ステ
ップＳ８４に戻る。
【００５３】
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　一方、画面タッチがレリーズ操作でなかった場合には（ステップＳ８６のＮＯ）、その
他の操作（設定キーのタッチ等）に応じた処理を実行し（ステップＳ９８）、ステップＳ
８４に戻る。
【００５４】
　また、タッチパネル６１への画面タッチがなかった場合には（ステップＳ８４のＮＯ）
、モード変更操作があったか否かを判断する（ステップＳ１００）。そして、モード変更
操作がなかった場合には（ステップＳ１００のＮＯ）、その他の操作（露出設定、ズーム
、設定等）があったか否かを判断する（ステップＳ１０２）。そして、その他の操作（露
出設定、ズーム、設定等）があった場合には（ステップＳ１０２のＹＥＳ）、操作に応じ
た処理を実行し（ステップＳ１０４）、ステップＳ８４に戻る。一方、その他の操作（露
出設定、ズーム、設定等）がなかった場合には（ステップＳ１０２のＮＯ）、何もせずに
、ステップＳ８４に戻る。
【００５５】
　一方、撮影モードでない場合（ステップＳ８０のＮＯ）、あるいは、モード変更操作が
あった場合には（ステップＳ１００のＹＥＳ）、上述した第１、第２実施形態と同様に、
図３に示すフローチャートに従って動作を制御する。
【００５６】
　上述した第３実施形態によれば、タッチパネル６１上で行われたタッチ操作がレリーズ
操作に該当すると判別された場合であって、タッチパネル６１上行われたタッチ操作が所
定の状況であると判別された場合に撮影動作の実行を禁止する一方、所定の状況でないと
判別された場合に撮影動作を実行するように制御したので、レリーズ操作と判別されるタ
ッチ操作であっても、タッチ操作が不自然な場合には、誤ってタッチされたものとみなし
て撮影動作を禁止するので、不要な撮影動作の実行を防止することができる。
【００５７】
　また、上述した第３実施形態によれば、タッチパネル６１上で行われたタッチ操作によ
るタッチ面積が所定値より大きいか否かを判別することにより、タッチ状況が所定の状況
であるか否かを判別し、タッチ操作が所定の状況であると判別された場合に、指、あるい
はペン等でタッチしたものではないとみなして撮影動作を禁止するので、不要な撮影動作
の実行を防止することができる。
【００５８】
　また、上述した第３実施形態によれば、タッチパネル６１上で行われたタッチ操作によ
るタッチ押圧強度が所定値より小さいか否かを判別することにより、タッチ状況が所定の
状況であるか否かを判別し、タッチ操作が所定の状況であると判別された場合に、誤って
触れた、あるいは物が当たってしまったものとみなして撮影動作を禁止するので、不要な
撮影動作の実行を防止することができる。
【００５９】
　なお、一定時間内にタッチしている位置が移動した場合に、撮影動作の実行を禁止する
ようにしてもよい。
【００６０】
　以上、この発明のいくつかの実施形態について説明したが、この発明は、これらに限定
されるものではなく、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲を含むものであ
る。
　以下に、本願出願の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
【００６１】
（付記１）
　付記１に記載の発明は、表示部上にタッチ入力部を備えた撮像装置であって、画像を撮
像する撮像手段と、当該撮像装置の移動を検出する検出手段と、前記検出手段により当該
撮像装置の移動が検出された場合に前記タッチ入力部上で行われるタッチ操作に対して前
記撮像手段による撮像動作を禁止する一方、移動が検出されなかった場合に前記タッチ入
力部上で行われるタッチ操作に対して前記撮像手段による撮像動作を実行するように制御
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を行う制御手段とを備えることを特徴とする撮像装置である。
【００６２】
（付記２）
　付記２に記載の発明は、前記タッチ入力部上で行われたタッチ操作がレリーズ操作に該
当するか否かを判別する判別手段を更に備え、前記制御手段は、前記判別手段により前記
タッチ入力部上で行われたタッチ操作がレリーズ操作に該当すると判別された場合であっ
て、前記検出手段により当該撮像装置の移動が検出された場合に前記撮像手段による撮像
動作を禁止する一方、移動が検出されなかった場合に前記撮像手段による撮像動作を実行
するように制御を行うことを特徴とする付記１に記載の撮像装置である。
【００６３】
（付記３）
　付記３に記載の発明は、手振れを補正する手振補正手段を更に備え、前記検出手段によ
り当該撮像装置の移動が検出された場合に、前記手振補正手段による手振れ補正が可能な
移動量の場合は、該手振補正手段による手振れ補正を行うことを特徴とする付記１または
２に記載の撮像装置である。
【００６４】
（付記４）
　付記４に記載の発明は、前記制御手段は、前記検出手段により前記手振補正手段による
手振れ補正が可能な移動量が検出された場合に前記撮像手段による撮像動作を禁止しない
ことを特徴とする付記３に記載の撮像装置である。
【００６５】
（付記５）
　付記５に記載の発明は、前記検出手段は、ジャイロセンサ、あるいは加速度センサによ
り当該撮像装置の移動を検出することを特徴とする付記１乃至４のいずれかに記載の撮像
装置である。
【００６６】
（付記６）
　付記６に記載の発明は、前記検出手段は、前記撮像手段が備える撮影素子の出力を監視
し、前記撮影素子の出力変化により当該撮像装置の移動を検出することを特徴とする付記
１乃至４のいずれかに記載の撮像装置である。
【００６７】
（付記７）
　付記７に記載の発明は、表示部上にタッチ入力部を備えた撮像装置であって、画像を撮
像する撮像手段と、前記タッチ入力部上で行われたタッチ操作がレリーズ操作に該当する
か否かを判別する操作判別手段と、前記タッチ入力部上で行われたタッチ操作により前記
レリーズ操作とは別にタッチ状況を判別する状況判別手段と、前記操作判別手段により前
記タッチ入力部上で行われたタッチ操作がレリーズ操作に該当すると判別された場合であ
って、前記状況判別手段により前記タッチ入力部上で行われたタッチ操作が所定の状況で
あると判別された場合に前記撮像手段による撮像動作を禁止する一方、所定の状況でない
と判別された場合に前記撮像手段による撮像動作を実行するように制御を行う制御手段と
を備えることを特徴とする撮像装置である。
【００６８】
（付記８）
　付記８に記載の発明は、前記状況判別手段は、前記タッチ入力部上で行われたタッチ操
作によるタッチ面積が所定値より大きいか否かを判別することにより、前記タッチ状況が
所定の状況であるか否かを判別することを特徴とする付記７に記載の撮像装置である。
【００６９】
（付記９）
　付記９に記載の発明は、前記状況判別手段は、前記タッチ入力部上で行われたタッチ操
作によるタッチ押圧強度が所定値より小さいか否かを判別することにより、前記タッチ状
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況が所定の状況であるか否かを判別することを特徴とする付記７に記載の撮像装置である
。
【００７０】
（付記１０）
　付記１０に記載の発明は、表示部上にタッチ入力部を備えた撮像装置での撮像方法であ
って、撮像する撮像ステップと、当該撮像装置の移動を検出する検出ステップと、前記検
出ステップで当該撮像装置の移動が検出された場合に前記タッチ入力部上で行われるタッ
チ操作に対して前記撮像ステップでの撮像動作を禁止する一方、移動が検出されなかった
場合に前記タッチ入力部上で行われるタッチ操作に対して前記撮像ステップでの撮像動作
を実行するように制御を行う制御ステップとを含むことを特徴とする撮像方法である。
【００７１】
（付記１１）
　付記１１に記載の発明は、表示部上にタッチ入力部を備えた撮像装置での撮像方法であ
って、画像を撮像する撮像ステップと、前記タッチ入力部上で行われたタッチ操作がレリ
ーズ操作に該当するか否かを判別する操作判別ステップと、前記タッチ入力部上で行われ
たタッチ操作により前記レリーズ操作とは別にタッチ状況を判別する状況判別ステップと
、前記操作判別ステップで前記タッチ入力部上で行われたタッチ操作がレリーズ操作に該
当すると判別された場合であって、前記状況判別ステップで前記タッチ入力部上で行われ
たタッチ操作が所定の状況であると判別された場合に前記撮像ステップでの撮像動作を禁
止する一方、所定の状況でないと判別された場合に前記撮像ステップでの撮像動作を実行
するように制御を行う制御ステップとを含むことを特徴とする撮像方法である。
【００７２】
（付記１２）
　付記１２に記載の発明は、表示部上にタッチ入力部を備えた撮像装置のコンピュータに
、撮像する撮像機能、当該撮像装置の移動を検出する検出機能、前記検出機能により当該
撮像装置の移動が検出された場合に前記タッチ入力部上で行われるタッチ操作に対して前
記撮像機能による撮像動作を禁止する一方、移動が検出されなかった場合に前記タッチ入
力部上で行われるタッチ操作に対して前記撮像機能による撮像動作を実行するように制御
を行う制御機能を実行させることを特徴とするプログラムである。
【００７３】
（付記１３）
　付記１３に記載の発明は、表示部上にタッチ入力部を備えた撮像装置のコンピュータに
、画像を撮像する撮像機能、前記タッチ入力部上で行われたタッチ操作がレリーズ操作に
該当するか否かを判別する操作判別機能、前記タッチ入力部上で行われたタッチ操作によ
り前記レリーズ操作とは別にタッチ状況を判別する状況判別機能、前記操作判別機能によ
り前記タッチ入力部上で行われたタッチ操作がレリーズ操作に該当すると判別された場合
であって、前記状況判別機能により前記タッチ入力部上で行われたタッチ操作が所定の状
況であると判別された場合に前記撮像機能による撮像動作を禁止する一方、所定の状況で
ないと判別された場合に前記撮像機能による撮像動作を実行するように制御を行う制御機
能を実行させることを特徴とするプログラムである。
【符号の説明】
【００７４】
　１　撮像装置
　２　制御部
　３　操作部
　４　撮像部
　４１　撮像素子
　５　電源部
　６　タッチ表示部
　６１　タッチパネル
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　６２　表示パネル
　６３　押圧センサ
　７　記憶部
　８　ジャイロセンサ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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